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こ
の
制
度
は
、
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
て
、
自

己
負
担
が
高
額
に
な
っ
て
い
る
世

帯
の
負
担
を
軽
く
す
る
た
め
の
制

度
で
す
。
令
和
２
年
８
月
１
日
か

ら
令
和
３
年
７
月
31
日
の
計
算
期

間
で
、
支
給
の
対
象
と
な
る
可
能

性
の
高
い
国
民
健
康
保
険
ま
た
は

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
世
帯

に
「
申
請
の
お
知
ら
せ
」
を
お
送

り
し
て
い
ま
す
の
で
、
早
め
に
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
次
の
⑴
、
⑵
に
該
当
す

る
方
は
、
計
算
期
間
内
に
支
払
っ

た
自
己
負
担
額
の
合
計
が
確
認
で

き
な
い
た
め
、「
申
請
の
お
知
ら
せ
」

が
届
か
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑴�

令
和
２
年
８
月
か
ら
令
和
３
年

７
月
の
間
に
住
所
を
変
更
さ
れ

た
方
（
国
民
健
康
保
険
の
場
合

は
市
町
村
を
越
え
て
住
所
を
変

更
さ
れ
た
方
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
の
場
合
は
都
道
府
県
を

越
え
て
住
所
を
変
更
さ
れ
た
方
）

⑵�

他
の
医
療
保
険
か
ら
国
民
健
康

保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

に
加
入
し
た
方

　

こ
れ
ら
に
該
当
す
る
方
は
、
支

給
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
前
住
所
地
や
以
前
加
入

し
て
い
た
医
療
保
険
の
窓
口
で
自

己
負
担
額
証
明
書
を
入
手
の
う
え

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

申
請
を
し
て
も
限
度
額
を
超
え
な

い
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※�

被
用
者
保
険
（
職
場
の
健
康
保

険
・
共
済
組
合
な
ど
）
に
加
入

し
て
い
る
方
は
、
ご
加
入
の
被

用
者
保
険
の
窓
口
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
支
給
額
算
定
方
法

　

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
両
方

で
自
己
負
担
が
あ
り
、
高
額
療
養

費
な
ど
の
給
付
を
受
け
た
後
の
医

療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担

の
合
算
額
が
計
算
対
象
期
間
1
年

間
で
自
己
負
担
額
を
超
え
た
額
を

７
月
31
日
時
点
の
世
帯
単
位
で
支

給
し
ま
す
。(

同
一
世
帯
で
あ
っ

て
も
他
の
医
療
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
と
の
合
算
は
で
き
ず
、
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
ご
と
に

別
々
に
計
算
し
ま
す
）

■
申
請
先

　

令
和
３
年
７
月
31
日
時
点
で
加

入
し
て
い
た
医
療
保
険

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
原
則
と
し

て
介
護
保
険
料
が
差
し
引
か
れ
て
い
る
年
金

か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
に
よ
り
納
め

て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
該
当
す
る
方
は
、
４
月
に
受
給
さ
れ

る
年
金
か
ら
保
険
料
の
天
引
き
が
開
始
さ
れ

ま
す
。

⑴�

本
年
２
月
に
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
方

⑵�

昨
年
10
月
２
日
ま
で
に
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
の
被
保
険
者
と
な
り
、
年
金
の
受
給
額
が

年
18
万
円
以
上
の
方
（
介
護
保
険
料
と
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
合
計
額
が
、
年
金
受

給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
と
き
）

※�

⑴
⑵
に
該
当
し
て
い
て
も
、「
国
民
年
金
」

と
「
厚
生
年
金
」
な
ど
複
数
の
年
金
を
受

給
し
て
い
る
場
合
は
、
年
金
天
引
き
と
な

ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
年
金
か
ら
天
引
き
と
な
る
方
で
も
、
口
座

振
替
に
よ
る
納
付
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
口
座
振
替
に
変
更
し
た
場
合
、
税
申

告
で
の
社
会
保
険
料
控
除
は
、
口
座
振
替
に

よ
り
支
払
っ
た
人
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
希
望

さ
れ
る
方
は
、
金
融
機
関
で
口
座
振
替
の
手

続
き
を
し
た
後
、
健
康
増
進
課�

医
療
保
険
班

ま
た
は
各
総
合
支
所
・
出
張
所
の
窓
口
で
納

付
方
法
変
更
の
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
納
付
状
況
に
よ
り
変
更
で
き
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
）

高額医療・高額介護合算療養費制度について
～申請はお済みですか？～

健康増進課からのお知らせ

後期高齢者医療保険料の年金天引き４月開始について

問い合わせ　健康増進課�医療保険班　☎ 0820（73）5502


